
るみんプラス(次世代法）

男性労働者の育児休業

取得率の公表

（育介法）

2007年

•くるみん

(次世代法）

2009年

•常用労働者101

人以上の企業を対

象に、仕事と家庭

の両立のための行

動計画を公表義

務化（次世代

法）

2015年

•プラチナくるみん

(次世代法）

•ユースエール

(若者法)

2016年

•常用労働者301人

以上の企業に対して

女性活躍に

関する行動計画の公

表義務化

（女活法）

•職場情報の

積極的な提供

(若者法)

•えるぼし（女活法）

2021年

2022年a

•トライくるみん

(次世代法）

•常用労働者101人

以上の企業を対象

に、女性活躍に関

する行動計画の公

表義務化（女活

法）

•くるみんプラス(次世

代法）

2022年b

•常用労働者301人

以上の企業に対し

て男女の賃金の差

異について公表義

務化（女活法）

2023年

•常用労働者

1000人超の

企業を対象に

男性労働者の

育児休業

取得率の公表

（育介法）

1

改正次世代法（2014年/公布）
若者雇用促進法（2015年/公布）
女性活躍推進法（2015年/公布）

改正女性活躍推進法（2019年/公布）
改正育児・介護休業法（2021年/公布）

次世代法（2003年/公布）

改正次世代法（2008年/公布）

近年の労働市場基盤整備・人的投資に向けた主な動き

2004年
•ジョブカフェ
設置

2006年
•マザーズ
ハローワーク
設置

2010年
•新卒応援
ハローワーク
設置

2012年
•わかもの
ハローワーク
設置

2014年
•ハローワーク
の求人情報
のオンライン
提供の開始

2016年
•ハローワークの求職情報
のオンライン提供
•ハローワークに「生涯現役
支援窓口」設置

2020年
•オンラインで
の求職申込
み等

2021年
•オンラインで
のハローワー
クの職業紹
介等

2022年
•求人者から
求職者への
直接リクエス
ト

2023年
•デ ジ タ ル
技術 を 活
用 し た 失
業認定
の

企
業
情
報
の
開
示
を
通
じ
た
労
働
市
場
政
策
の
展
開

専門実践
教育訓練
給付の創設
(2014年)

特定一般
教育訓練給付
の創設
(2019年)

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
機
能
と
人
的
投
資
の
強
化

教育訓練給付の創設（1998年）
キャリア形成促進助成金（2001年）

求職者支援
制度の創設
（2011年）

キャリア形成
促進助成金
を人材開発
支援助成金に
名称変更
(2017年)

※101人以上300人以下

の企業は2011年以降

•2020年

•プラチナえるぼし

（女活法）

• トライくるみん、くるみんプラス

(次世代法）

•常用労働者101人以上の企

業を対象に、女性活躍に関す

る行動計画の公表義務化

（女活法）

• デジタル技術を活用したオ
ンラインによる失業認定の
実施（離島や大規模労
働局等のハローワークにお
いて試行実施中）

1

• 常用労働者301人

以上の企業に対して

正規雇用労働者の

中途採用比率の

公表義務化（労推法)
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ご議論いただきたい内容

2

労働者の職業選択に資する労働市場の基盤整備（第１回資料抜粋）

（自律的なキャリア形成を支える労働市場の見える化）

◆ これまで「人的投資」に関する情報の開示や女性活躍推進法の改正による男女の賃金の差異の情報公表などが行われてきたが、更に職業選択に資するような
情報を整備するために、今後、どのような労働市場情報を整理し、活用していくべきか。

◆ 自身のキャリアプランに合わせて、内部労働市場だけでなく、外部労働市場も活用し、キャリアアップをしていくためには、他の企業等へ移るときに必要なスキルや職
務などが明確化され、開示されていることが求められる。スキルや職務を整理し、外部労働市場におけるキャリアラダーを構築していくためには、どのような取組が必
要か。

◆ 雇用情勢に関する情報については、有効求人倍率等のハローワークを通じて把握する情報などの提供が政府によって行われているところであるが、民間の職業紹
介事業者と協力した更なる雇用情勢の把握と、情報提供の在り方について、どのような対応が考えられるか。

労働生産性向上に資する人的資本投資等（第１回資料抜粋）

（企業による人的資本投資の在り方）

⚫ 人手不足が深刻化する中、企業が事業の継続性を確保しつつ、産業構造の変化に対応した新規事業を行っていくためには、企業側と労働者側のキャリアの擦
り合わせを通じた、効率的・効果的な人的資本投資を行っていく必要がある。労働市場の流動性を一定程度確保しながら、こうした企業の人的資本投資への
取組を促進していくためには、どのようなインセンティブ付けを行っていく必要があるか。

⚫ コロナ禍を契機として、様々なサービスのオンライン化が進んでおり、今や企業が自社のサービスを展開する上で、IT人材は、オプショナルなもののではなく、必要
不可欠な人材となっている。これまで日本企業においては、コスト削減のために、IT技術を活用する傾向にあったが、これからは経営・企画といった分野において
IT技術を積極的に活用し、付加価値の高いサービスを生み出していくことが必要があり、そうしたITを活用した事業を展開できる人材育成に取り組んでいく必要
がある。こうした企業の取組を推進していくためには、どのような支援が必要か（例：在職型出向等を活用した、より実践的な人的資本投資の機会の充実
等）。

（個人による人的資本投資の促進）

⚫ 個人の人的資本投資については、個人が明確な目的がないまま能力開発等を行うことは望ましくなく、効果的・効率的な個人の人的資本投資を推進していく
ためのサポート体制が求められる。キャリアコンサルタントの更なる活用や、キャリアコンサルタントの質の向上を図っていくために、どのような対応が必要となるか。




